
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日
受
領

答

弁

第

六

八

号

内
閣
衆
質
一
九
二
第
六
八
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
米
国
海
兵
隊
の
ハ
リ
ア
ー
戦
闘
攻
撃
機
墜
落
事
故
の
原
因
究
明
と
飛
行
再
開
に
対
す
る
日
米

両
政
府
の
対
応
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
米
国
海
兵
隊
の
ハ
リ
ア
ー
戦
闘
攻
撃
機
墜
落
事
故
の
原
因
究
明
と
飛
行
再
開
に
対
す
る

日
米
両
政
府
の
対
応
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
）
第
六
条
の
規
定

に
基
づ
き
我
が
国
に
駐
留
す
る
米
国
軍
隊
（
以
下
「
在
日
米
軍
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
事
故
は
本
来
起
き
て
は
な
ら
ず
、
今

回
の
Ａ
Ｖ
八
ハ
リ
ア
ー
（
以
下
「
Ａ
Ｖ
八
」
と
い
う
。
）
の
墜
落
事
故
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
。
）
の
発
生
は
遺
憾

で
あ
る
。
本
件
事
故
の
発
生
を
受
け
て
、
政
府
と
し
て
、
米
側
に
対
し
て
、
様
々
な
機
会
を
通
じ
、
遺
憾
の
意
を
伝
え
る
と

と
も
に
、
原
因
の
究
明
及
び
再
発
防
止
の
徹
底
に
つ
い
て
厳
し
く
申
入
れ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
米
側
に

対
し
て
更
な
る
情
報
提
供
及
び
万
全
の
安
全
対
策
を
求
め
る
と
と
も
に
、
情
報
が
得
ら
れ
次
第
、
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対

し
て
速
や
か
に
連
絡
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

沖
縄
の
日
本
復
帰
以
降
の
沖
縄
県
内
に
お
け
る
米
軍
機
の
墜
落
事
故
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
確
認
で
き
る
範

囲
で
は
、
二
十
九
件
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
と
し
て
は
、
軍
種
別
に
、
陸
軍
が
零
件
、
海
軍
が
一
件
、
空
軍
が
七
件
、
海
兵
隊

一



が
二
十
件
及
び
不
明
が
一
件
で
あ
り
、
機
種
別
に
、
Ｃ
Ｈ
四
六
が
八
件
、
Ｃ
Ｈ
五
三
が
六
件
、
Ｆ
四
が
三
件
、
Ａ
Ｖ
八
が
二

件
、
Ｕ
Ｈ
一
が
二
件
、
Ｆ
一
五
が
一
件
、
Ａ
四
が
一
件
、
Ｏ
Ｖ
一
〇
が
一
件
、
Ｔ
四
一
が
一
件
、
Ｈ
Ｈ
三
が
一
件
、
Ｈ
Ｈ
六

〇
が
一
件
、
Ｓ
Ｈ
二
が
一
件
及
び
不
明
（
無
人
機
）
が
一
件
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
墜
落
事
故
の
原
因
」
、
「
事
故
原
因
が
究
明
・
公
表
さ
れ
な
い
前
に
飛
行
や
訓
練
を
再
開
し
た
件
数
」
及
び

「
原
因
の
究
明
が
行
わ
れ
、
再
発
防
止
に
繋
が
っ
た
事
例
」
に
つ
い
て
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
政

府
と
し
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
例
え
ば
、
平
成
十
六
年
八
月
の
Ｃ
Ｈ
五
三
の
墜
落
事
故
（
以
下
「
Ｃ
Ｈ
五
三
の
墜
落
事

故
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
年
十
月
の
Ｔ
四
一
の
墜
落
事
故
（
以
下
「
Ｔ
四
一
の
墜
落
事
故
」
と
い
う
。
）
及
び
平
成
二

十
五
年
八
月
の
Ｈ
Ｈ
六
〇
の
墜
落
事
故
（
以
下
「
Ｈ
Ｈ
六
〇
の
墜
落
事
故
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
①
原
因

及
び
②
再
発
防
止
策
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｃ
Ｈ
五
三
の
墜
落
事
故

①
コ
ッ
タ
ー
・
ピ
ン
が
テ
ー
ル
・
ロ
ー
タ
ー
・
サ
ー
ボ
の
接
続
ボ
ル
ト
に
正
し
く
装
着
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

②
事

故
の
原
因
と
な
っ
た
部
分
の
点
検
に
つ
い
て
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
飛
行
前
点
検
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
追
加
す
る
こ
と
等

Ｔ
四
一
の
墜
落
事
故

二



①
嘉
手
納
飛
行
ク
ラ
ブ
所
属
の
米
空
軍
の
事
故
機
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
不
適
切
な
燃
料
計
画
で
飛
行
し
た
こ
と

②
嘉
手
納

飛
行
場
を
出
発
す
る
同
ク
ラ
ブ
の
全
て
の
飛
行
に
つ
い
て
、
燃
料
補
給
な
し
で
の
飛
行
を
三
時
間
以
内
又
は
搭
載
可
能
燃
料

の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
行
え
る
距
離
の
飛
行
に
制
限
す
る
こ
と
等

Ｈ
Ｈ
六
〇
の
墜
落
事
故

①
事
故
機
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
編
隊
飛
行
し
て
い
た
後
続
機
と
の
空
中
衝
突
の
危
険
性
が
あ
る
と
誤
認
し
、
過
度
な
急
降
下

を
行
っ
た
こ
と

②
編
隊
飛
行
に
お
い
て
方
向
転
換
す
る
際
の
他
機
へ
の
連
絡
を
徹
底
す
る
こ
と

ま
た
、
Ｔ
四
一
の
墜
落
事
故
の
事
故
機
と
同
型
機
の
飛
行
再
開
は
、
当
該
墜
落
事
故
の
原
因
を
公
表
し
た
後
に
行
わ
れ
た

が
、
Ｃ
Ｈ
五
三
の
墜
落
事
故
及
び
Ｈ
Ｈ
六
〇
の
墜
落
事
故
の
事
故
機
と
同
型
機
の
飛
行
再
開
は
、
当
該
墜
落
事
故
の
原
因
を

公
表
す
る
前
に
行
わ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

墜
落
事
故
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
、
様
々
な
要
因
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
お
尋
ね
の
「
な
ぜ
米
軍

機
の
墜
落
事
故
が
後
を
絶
た
な
い
の
か
と
い
う
理
由
」
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
米
軍
機
の

墜
落
事
故
は
遺
憾
で
あ
り
、
本
来
起
き
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
米
側
に
対
し
、
米
軍

機
の
飛
行
に
際
し
て
の
安
全
確
保
を
求
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

三



五
及
び
七
に
つ
い
て

在
日
米
軍
は
、
本
件
事
故
を
受
け
て
、
安
全
を
最
大
限
に
確
保
す
る
た
め
、
航
空
機
部
隊
の
隊
員
及
び
整
備
員
に
対
す
る

徹
底
的
な
安
全
確
認
、
航
空
機
の
安
全
・
技
術
等
に
関
す
る
手
順
の
検
証
、
日
本
国
内
に
駐
留
す
る
全
て
の
Ａ
Ｖ
八
の
徹
底

的
な
調
査
等
の
で
き
る
限
り
の
措
置
を
講
じ
た
結
果
、
安
全
に
飛
行
を
行
う
態
勢
が
整
っ
た
と
判
断
し
、
飛
行
再
開
し
た
も

の
と
承
知
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
在
日
米
軍
が
実
施
し
た
全
て
の
安
全
確
認
の
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
や
実
施
方
法
を
確
認
す
る
と

と
も
に
、
防
衛
省
・
自
衛
隊
に
お
け
る
専
門
的
知
見
を
活
用
し
て
評
価
を
行
っ
た
結
果
、
一
定
の
妥
当
性
を
確
認
し
た
も
の

で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
米
側
に
対
し
、
引
き
続
き
、
事
故
原
因
の
究
明
と
万
全
の
安
全
対
策
を
求
め
る
と
と
も
に
、
更
な
る
情

報
が
得
ら
れ
次
第
、
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対
し
速
や
か
に
連
絡
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

過
去
の
Ａ
Ｖ
八
の
墜
落
事
故
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
必
ず
し
も
詳
細
を
承
知
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四



八
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
本
件
事
故
発
生
以
来
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
米
側
に
対
し
、
よ
り
詳
細
な
情
報
の
提
供
及
び
安
全
確
認
の

た
め
実
施
し
て
き
た
措
置
の
内
容
の
説
明
を
求
め
て
き
た
。
在
日
米
軍
か
ら
、
Ａ
Ｖ
八
の
安
全
性
を
確
認
で
き
た
こ
と
か
ら

平
成
二
十
八
年
十
月
五
日
に
記
者
会
見
を
行
い
、
そ
の
会
見
に
お
い
て
、
同
月
七
日
以
降
に
飛
行
再
開
す
る
旨
発
表
す
る
と

の
連
絡
を
同
月
四
日
に
受
け
、
同
日
、
こ
れ
を
沖
縄
防
衛
局
か
ら
沖
縄
県
に
伝
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
後
、
政
府
と
し
て
は
、
同
月
六
日
ま
で
に
、
在
日
米
軍
が
実
施
し
た
全
て
の
安
全
確
認
の
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
目

的
や
実
施
方
法
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
防
衛
省
・
自
衛
隊
に
お
け
る
専
門
的
知
見
を
活
用
し
て
評
価
を
行
っ
た
結
果
、
一

定
の
妥
当
性
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
政
府
関
係
者
が
ひ
た
す
ら
事
実
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
の
御
指
摘
は
当

た
ら
な
い
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
政
府
が
言
う
よ
う
に
「
評
価
で
き
る
」
も
の
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
在

日
米
軍
は
、
本
件
事
故
を
受
け
て
、
安
全
を
最
大
限
に
確
保
す
る
た
め
、
航
空
機
部
隊
の
隊
員
及
び
整
備
員
に
対
す
る
徹
底

的
な
安
全
確
認
、
航
空
機
の
安
全
・
技
術
等
に
関
す
る
手
順
の
検
証
、
日
本
国
内
に
駐
留
す
る
全
て
の
Ａ
Ｖ
八
の
徹
底
的
な

五



調
査
等
の
で
き
る
限
り
の
措
置
を
講
じ
た
結
果
、
安
全
に
飛
行
を
行
う
態
勢
が
整
っ
た
と
判
断
し
、
飛
行
再
開
し
た
も
の
と

承
知
し
て
お
り
、
ま
た
、
米
側
と
し
て
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
透
明
性
を
高
め
、
説
明
責
任
を
果
た
す
と
い
う
観
点

か
ら
、
平
成
二
十
八
年
十
月
五
日
に
記
者
会
見
で
説
明
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
米
側
に
対
し
、

引
き
続
き
、
更
な
る
情
報
提
供
及
び
万
全
の
安
全
対
策
を
求
め
る
と
と
も
に
、
情
報
が
得
ら
れ
次
第
、
関
係
地
方
公
共
団
体

に
対
し
て
速
や
か
に
連
絡
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
在
日
米
軍
が
使
用
を
許
さ
れ
て
い
る
水
域
及
び
空
域

の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
住
民
等
か
ら
の
返
還
、
使
用
方
法
等
に
関
す
る
要
望
及
び
在
日
米
軍
の
必

要
性
を
勘
案
し
つ
つ
、
随
時
、
米
国
と
協
議
し
て
き
て
い
る
。
今
後
と
も
、
個
々
の
水
域
及
び
空
域
の
実
情
を
踏
ま
え
な
が

ら
適
切
に
対
応
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
嘉
手
納
ラ
ブ
コ
ン
管
制
空
域
」
は
、
那
覇
進
入
管
制
区
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
同
区
の
管
制
業
務
は
、

平
成
二
十
二
年
三
月
に
米
国
か
ら
我
が
国
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
区
に
お
い
て
は
、
複
数
の
飛
行
場
が
近
接
し
て

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
全
上
の
観
点
よ
り
、
那
覇
空
港
を
離
着
陸
す
る
民
間
航
空
機
及
び
自
衛
隊
機
並
び
に
嘉
手

納
飛
行
場
及
び
普
天
間
飛
行
場
を
離
着
陸
す
る
米
軍
機
に
対
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
飛
行
高
度
を
指
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六



在
日
米
軍
が
使
用
を
許
さ
れ
て
い
る
水
域
及
び
空
域
に
つ
い
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
住
民
等
か
ら
の
返
還
、
使
用

方
法
等
に
関
す
る
要
望
及
び
在
日
米
軍
の
必
要
性
を
勘
案
し
つ
つ
、
随
時
、
米
国
と
協
議
し
て
き
て
い
る
。
今
後
と
も
、
個

々
の
水
域
及
び
空
域
の
実
情
を
踏
ま
え
な
が
ら
適
切
に
対
応
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

沖
縄
は
、
米
国
本
土
、
ハ
ワ
イ
等
と
比
較
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
各
地
域
に
近
い
位
置
に
あ
る
と
同
時
に
、
我
が
国
の
周
辺

諸
国
と
の
間
に
一
定
の
距
離
を
お
い
て
い
る
等
の
利
点
を
有
し
て
い
る
。
我
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
が
一
層
厳
し

さ
を
増
す
中
、
こ
う
し
た
地
理
上
の
利
点
を
有
す
る
沖
縄
に
、
高
い
機
動
性
や
即
応
性
等
に
よ
り
在
日
米
軍
の
重
要
な
一
翼

を
担
う
米
海
兵
隊
や
米
空
軍
等
の
部
隊
が
駐
留
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
安
全
及
び
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
と
安
全
の

維
持
に
寄
与
し
て
い
る
と
認
識
し
て
お
り
、
沖
縄
に
駐
留
す
る
在
日
米
軍
の
撤
退
を
求
め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

七


